
令５地活協第６１号 

令和５年６月３０日 
 

会 員 各 位 
                       秋田中央地域地場産品活用促進協議会  
                       事務局長 黒 澤   亮 
                         （公印省略） 

 
「あきた竿燈屋台村２０２３」秋田市役所会場への出店者募集について（ご案内） 

 
 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
標記イベントへの出店を希望される場合は、別紙１「あきた竿燈屋台村２０２３出店申込書」

をメール又はＦＡＸにより、７月１２日（水）午前１０時まで申込みくださるようお願いいたし
ます。なお、今回は、取り急ぎ、開催日時等のお知らせとなりますが、詳細については出店者が
決定した後に別途お知らせします。 

 

記 
 
１ 開 催 日 時  令和５年８月２日（水）～６日（日）の５日間 

          各日とも１５時～２１時３０分 

 
２ 開 催 場 所  秋田市役所市民の広場 
           

３ 募集事業者数  ６ブース（3.6m×5.4mのテントに２事業者ずつ入ります。） 

 
４ 出店調整団体  秋田市飲食店組合環同連合会 
 
５ 出 店 料  95,000円（税込／５日間） 
 
６ 出店条件等 
（1）５日間連続で出店できる事業者に限ります。募集数を大幅に上回る場合は、抽選となり 

ますのでご了承ください。 
(2) 出店調整団体である、秋田市飲食店組合環同連合会との統一感を図るため、同会が主催す

る「竿燈屋台村決起会」（仮称）への出席が必須となります。同会において、最終の説明会

や関係経費の納入等がありますので、詳細につきましては、出店者へ後日お知らせいたしま

す。 

(3) 「秋田中央地域地場産品活用促進協議会」として出店するため、メインで販売するもの 
は、秋田市、男鹿市、潟上市いずれかの地元産品を必ず使用していることとします。 
出店整団体である、秋田市飲食店組合環同連合会が、他店との商品調整を行うため、販売 
できない可能性があります。その場合は改めて個別に連絡いたします。 

 
 

秋田中央地域地場産品活用促進協議会 
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